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地域別市民意見交換会について

高山市議会ぎかいだより第30号

H23～H29年度・地域別任意区分の市民参加人数
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地域別市民意見交換会 所掌委員会別での意見数状況
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11
月
２
日
か
ら
29
日
の

間
、
21
か
所
で
地
域
別
市

民
意
見
交
換
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
お
忙
し
い
中
、

延
べ
３
５
４
人
の
方
に
ご

参
加
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
統
一
テ
ー
マ

に
よ
ら
ず
、
地
域
別
に
テ

ー
マ
を
選
択
し
て
の
地
域

課
題
で
の
意
見
交
換
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
平
成
22

年
度
に
２
回
、
以
降
、
21

か
所
で
７
回
目
と
な
り
合

計
で
９
回
目
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
ま
で
の
市
民
参
加

人
数
等
に
つ
い
て
を
高
山

地
域
（
11
地
区
）
と
支
所

地
域
（
10
地
区
）
と
大
き

く
２
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら

確
認
し
ま
し
た
。
参
加
人

数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も

の
の
意
見
の
数
に
つ
い
て

は
、
横
ば
い
あ
る
い
は
地

域
に
よ
っ
て
は
増
加
す
る

地
域
が
あ
り
、
意
見
の
傾

向
で
は
議
会
の
３
つ
の
委

員
会
で
区
別
す
る
と
、
福

祉
文
教
が
最
も
多
く
次
い

で
産
業
建
設
そ
し
て
総
務

環
境
の
順
で
あ
り
生
活
に

最
も
身
近
な
事
柄
か
ら
、

地
域
課
題
の
克
服
へ
の
取

組
み
や
今
後
の
地
域
ご
と

の
ま
ち
づ
く
り
を
展
望
す

る
意
見
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。　

　

私
た
ち
議
会
と
し
て
は
、

市
民
と
行
政
を
つ
な
ぎ
、

「
行
政
が
自
分
の
考
え
を

反
映
し
て
く
れ
た
」
手
応

え
を
感
じ
ら
れ
る
様
に
今

後
も
意
見
交
換
会
が
そ
の

一
つ
と
な
る
よ
う
に
内
容

の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

今
回
は
そ
の
ご
意
見
の

一
部
に
つ
い
て
議
会
の
考

え
方
も
併
せ
て
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

地
域
別
市
民
意
見
交
換
会

市
内
21
か
所
で
開
催

地域別市民意見交換会　～ご意見と議会の考え方～
テーマ 市民からの主なご意見 現時点での議会の考え方
人
口
減
少
と
移
住
定
住

 ● 地域の賃金体系も低く、若い人の職場がない。こう
した環境を整えないと高山へ帰って来られない。

 ● 市として企業や大学誘致に取り組まないと、このま
までは田舎の方には住民がいなくなる。

 ●ＵＩＪターンの支援制度があるが、支所地域の通勤
者や定住希望者には使いづらい制度となってい
る。補助金の在り方を検討してほしい。

 ●ＵＩＪターンに対する支援制度は様々ありますが、地域別に
課題解決に向かえるのかは検討課題です。

 ● 高学歴の若者を必要とする職場は市内では限られており、
大都市に集中するのが実態です。しかし長い人生の中で転
機は必ずあり、その時に出身自治体や地域が、何時でも受
け入れる体制を築き維持していくのが大切です。いただい
た意見を参考にＵＩＪターン者の受け入れ施策を研究します。

ご
み
焼
却
場

 ●ごみ焼却場問題を丁寧に説明してほしい。
 ● 市の計画は緊張感がない。炉はだましだまし使っ

ているというが市の考えは甘い。国の基準を守っ
ているだけではだめで市民の方を向いていない。

 ●ここしかない等のやり方だった。開かれた検討委
員会を設けて、その上で「ここしかない」という進
め方になると思う。

市に対して次のように意見具申しました。
①現施設の性能保証期間の延長を、ごみ焼却場新設とは

切り離して実施すること。又実施に当たっては、出来る限り
の環境基準に配慮し、その対策を取られたい。

②ごみ焼却場新設については、市は地元町内会の同意が
取れない限り建設着手は行わないとしている。宅地化が
進んだ中での建設には非常に困難が伴う。現状を精査し
て、住民の理解が得られるようすすめられたい。

■総務環境委員会


